
 



 





 
第〇〇条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行） 

１ 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都

市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」

(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html)に基づいて実施する。 

２ 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、

その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内

容を反映させること。 

３ 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させ

ること。 
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様式  ８－１ 
NO.     

工 事 打 合 簿 

発 議 者 ■発注者  □受注者 発議年月日 令和  年  月  日 

発議事項 
□指示 □協議 ■通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名  

（内 容） 

 

（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行） 

１ 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）

で あ り 、「 京 都 市 建 設 局 ク ー ル タ イ ム ・ シ フ ト 工 事 試 行 要 領 」

(https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html)に基づいて実

施する。 

２ 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発

注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作

成に当たっては、その実施内容を反映させること。 

３ 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施

内容を反映させること。 

処
理
・
回
答 

発
注
者 

上記について  □指示 □承諾 □協議 □提出 □受理  します。 

        □その他（                   ） 

令和  年  月  日 

受
注
者 

上記について  □承諾 □協議 □提出 □報告 ■受理  します。 

        □その他（                   ） 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

※ 情報共有システムを用いない場合は、各欄（現場代理人欄等）に記名（署名または押

印含む）すること。 
  

総括 
監督員 

主任 
監督員 

担当 
監督員 

   

 

現場 
代理人 

主任 
（監理） 
技術者 
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様式  ８－１ 
NO.     

工 事 打 合 簿 

発 議 者 □発注者  ■受注者 発議年月日 令和  年  月  日 

発議事項 
□指示 ■協議 □通知 □承諾 □報告 □提出 

□その他（                             ） 

工 事 名  

（内 容） 

 

「クールタイム・シフト工事」の実施について、以下の通り希望します。 

 

 ＜実施期間＞ 令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日 

 ＜勤務時間＞ （通常）〇時〇〇分 ～ 〇時〇〇分（休憩〇時間） 

        （変更）〇時〇〇分 ～ 〇時〇〇分（休憩〇時間） 

 ＜実施内容＞ ①施工時間のシフト 〇時間前倒し（〇時間後倒し） 

        ②施工時間の短縮  〇時間短縮 

        ③休憩時間の追加  〇時間休憩追加 

 

処
理
・
回
答 

発
注
者 

上記について  □指示 ■承諾 □協議 □提出 □受理  します。 

        □その他（                   ） 

施工計画書に取組内容を反映し、履行状況を確認できた場合は、工事成績評定

の考査項目「創意工夫」において、加点対象とする。 

なお、クールタイム・シフト実施に伴い必要となる費用は、設計変更の対象とし

ない。 

令和  年  月  日 

受
注
者 

上記について  □承諾 □協議 □提出 □報告 □受理  します。 

        □その他（                   ） 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

※ 情報共有システムを用いない場合は、各欄（現場代理人欄等）に記名（署名または押

印含む）すること。 
 

総括 
監督員 

主任 
監督員 

担当 
監督員 

   

 

現場 
代理人 

主任 
（監理） 
技術者 
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別紙-1【14-2】 ［記入方法］　該当する項目の□にレﾏｰｸを記入

　　　　　　　工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　【主任監督員】
　考　査　項　目 　細　　 　　別 工　　夫　　事　　項

　５　創意工夫 Ⅰ　創意工夫 【品質】

　   　土工、設備、電気の品質向上に関する工夫

　   　コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫

　   　鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫

　   　配筋、溶接作業等に関する工夫

【安全衛生】

　   　建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している

　　　　※本項目は２点の加点とする。

　   　安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）

　   　安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫

　   　現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫

　   　有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫

　   　一般車輌突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫

　   　厳しい作業環境の改善に関する工夫

　   　環境保全に関する工夫

【電子検査】

　   　電子検査を実施した。

【その他】

　   　その他〔理由：　遠隔臨場を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　   　その他〔理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　   　その他〔理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　   　その他〔理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　   　その他〔理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　   　その他〔理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　   　その他〔理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

記述評価 ※２ ※５ 【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載

（レマークを付した評 　　合計点×２＝

価内容を詳細記述） 　　合計点：　　　　　　　　　　　　点 　　評定点：　　　　　　　　　点

　※１　特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する｡

　※２　評価は各項目において１つレ点が付されれば１、２、３、４点で評価し、合計点は最大７点の評価とする。

　※３　上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。

　※４　「エラーあり」とは、発注者が、ＣＡＤ製図基準（案）に準じた図面を受注者に提供できなかった場合に限る。この際、「エラーあり」の図面の提出を認めるものとする。（写真及び書類のエラー状態のままの提出は、原則認めない。）

　※５　合計点に重み２倍をかけ評定点とする。（評定点は１４点満点とする。）

情報共有システム＋電子納品＋電子検査

１評点

情報共有システム

―

情報共有システム＋電子納品

―

クールタイム・シフトを実施した。（＋１点）✓

クールタイム・シフトを実施した場合 別紙４
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